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新型コロナウイルス感染症に係る実務実習に関する基本方針 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の影響が多方面に及んでいます。一部の地域で

はこのままの状況では爆発的な感染拡大が起こり得るとの分析が報告され、感染拡大防止策の厳

格な徹底が望まれる状況にあります。そのような状況下で医療者の養成課程である薬学実務実習

の実施に関して様々な意見が寄せられています。 

本機構では先に、関係 23 大学に対して実務実習における新型コロナウイルス感染症への対応

について早急に方針をまとめ、各大学での方針を受け入れ施設側に周知するようお願いしました。

その後、薬学教育協議会より、指導薬剤師の指導の下で実施される医療活動を通して実務実習

生一人ひとりが医療人としての責務を改めて確認し、感染拡大抑制・収束に向けてはたさなければ

ならない務めを果たすことが重要であるとの考えが発信されました。   

しかし、実務実習に関する対応がばらばらで実務実習の実施において種々の問題を生じており

ます。そこで、改めて本機構としての基本方針についてまとめましたので、これに準じて対応してい

ただきたくお願いいたします。 

 

 

1. 医療機関が必要とされる状況下では基本的に実務実習は継続する。 

6 年制薬学教育における臨床現場での実務実習の意義および重要性を鑑み、実務実習を継

続して実施することを基本とする。 

ただし、実習施設において受入れあるいは継続が困難との意思表示がなされた場合、あるい

は、大学法人の統一方針として実務実習を中断あるいは中止するとの決定がなされた場合はこ

の限りではない。 

 

2. 実務実習の継続にあたっては以下の点について徹底する。 

 1）学生への指導 

  ①地域および医療現場での感染拡大防止の観点からの予防対策の徹底 

   ＜具体例＞  

 ・毎朝の体温測定と実習施設への報告 

 ・石鹸による手洗いおよびアルコール消毒液による手指消毒（実習施設へ到着時、実習 

 中、食事前、外出先からの帰宅時など）  
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 ・うがいの励行（実習施設へ到着時、実習中、食事前、外出先からの帰宅時など） 

 ・マスクの着用（通学時、実習中） 

 ・咳やくしゃみなどに対する咳エチケット（マスクをしていない場合はティッシュ、ハンカチ、 

 袖を使って口や鼻をおさえる、周囲の人から離れる） 

 ・休日には不必要な外出や多くの人が集まるイベント等への参加をしない 

 ・休日には体調を整えるためにもゆっくりと休養をとる 

 ・大学から発信される情報に常に注意し、迅速かつ適切に対応する 

  ②感染が疑われ、実習を欠席する場合の対応の徹底 

   ＜具体例＞ 

   ・感染が疑われる場合は、指導薬剤師に連絡のうえ、絶対に無理はせずに欠席する 

   ・一定期間欠席した場合も、毎日の体温測定と大学への連絡を行う 

   ・再開する条件などを大学-施設間で協議する 

 

 2）実習施設への連絡と説明、および実習内容等について協議 

大学は、大学の方針と上記の学生指導内容について必ず実習施設へ連絡・説明する。ま

た、実習施設の状況・方針に基づいて実習内容について協議し、実習継続についての共有

を図り、連絡を密にして教育連携を強化する。 

 

3. 実習施設の継続が困難な場合 

 1）実習施設より継続が困難との意思表示があった場合 

 実習の中断（あるいは中止）について、実習施設と大学は十分に協議し、中断か中止かを 

  決定し、中断の場合は、次の事項について相互に確認の上、調整機構事務局へ内容につい 

  て報告する。 

  ①中断期間、②中断中の対応、③再開条件、④評価方法、⑤中断期間中の実習内容の補講 

 

 2）大学が中断あるいは中止を決定した場合 

   実習中断（あるいは中止）をせざるを得ない場合、大学は次の事項について実習施設に 

 十分な説明を行い、その後の対応について協議し、調整機構事務局に報告する。 

 ①中断理由、②中断期間、③再開判断の条件、④評価方法、⑤中断期間中の実習の取扱い、 

 ⑥中断期間中の実習内容の補講（基本的に実習期間は延長せず、大学での補完を考慮する） 

  *中断においては、大学において中断より学生の成績等に不利益が生じないように配慮する。 

 

 3）実習が中止となった場合（長期間の中断となった場合も含む） 

   基本的に他の期への振替で実習を行うことになるが、調整機構を介しての再度の実習エント 

 リーを行う。実習施設との直接交渉はしない。 

 

＊今後の状況の変化により対応が変更となる可能性もあります。その際には改めて提示させてい 

ただきますので、常に最新の情報にご留意ください。 


